
《
確
定
申
告
が
必
要
な
方
》

❶
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
の
あ
っ

た
方
、
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が

４
０
０
万
円
を
超
え
た
方
、
公
的
年
金
等

の
収
入
金
額
が
４
０
０
万
円
以
内
、か
つ
、

そ
の
他
の
所
得
が
20
万
円
を
超
え
た
方
、

土
地
や
建
物
を
売
っ
た
方
、
源
泉
徴
収
有

り
の
特
定
口
座
以
外
で
株
式
等
を
譲
渡
し

利
益
が
あ
っ
た
方
な
ど
の
う
ち
、
平
成
23

年
中
の
所
得
が
所
得
控
除
の
合
計
額
を
超

え
た
方　

❷
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
、
給
与
の

年
収
が
２
０
０
０
万
円
を
超
え
た
方
、
２

か
所
以
上
か
ら
給
与
を
受
け
た
方
、
給
与

所
得
以
外
の
所
得
が
20
万
円
を
超
え
た
方

❸
給
与
の
年
収
が
２
０
０
０
万
円
以
下
で

年
末
調
整
を
受
け
、
医
療
費
控
除
や
住
宅

借
入
金
等
特
別
控
除
（
最
初
の
年
の
み
）

な
ど
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
方

《
確
定
申
告
に
必
要
な
も
の
》

❶
印
鑑
（
新
規
に
口
座
振
替
で
の
納
税
を
申

し
込
む
場
合
は
通
帳
印
）　

❷
申
告
書　

❸
控

除
証
明
書
（
社
会
保
険
料
、
国
民
年
金
保
険

料
、生
命
保
険
料
、地
震
保
険
料
な
ど
）
　

❹
源

泉
徴
収
票
（
金
額
の
多
少
に
関
わ
ら
ず
、
複

数
枚
あ
る
場
合
は
す
べ
て
）　

❺
収
支
内
訳

書
（
営
業
・
農
業
・
不
動
産
、
そ
の
他
の
事

業
収
入
が
あ
る
方
の
み
。
平
成
22
年
分
収
支

内
訳
書
の
控
え
、
平
成
24
年
度
分
償
却
資
産

申
告
書
の
控
え
も
持
参
）　

❻
固
定
資
産
税

課
税
明
細
書
（
農
業
・
営
業
・
不
動
産
な
ど
、

固
定
資
産
税
を
経
費
と
す
る
事
業
収
入
が
あ

る
方
の
み
。
平
成
23
年
５
月
に
送
付
済
み
）　

❼
医
療
費
の
領
収
書
と
、
保
険
な
ど
で
補

て
ん
さ
れ
た
金
額
が
わ
か
る
も
の
（
医
療

費
控
除
を
受
け
る
方
の
み
）　

❽
上
場
株
式

等
の
配
当
支
払
通
知
書
ま
た
は
特
定
口
座

年
間
取
引
報
告
書　

❾
本
人
名
義
の
口
座

番
号
が
わ
か
る
も
の
（
通
帳
な
ど
）

《
申
告
す
る
と
税
金
が
戻
る
場
合
》

　

次
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
源
泉
徴
収
さ

れ
た
税
金
や
予
定
納
税
を
し
た
税
金
が
納

め
過
ぎ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
、
確

定
申
告
を
す
る
こ
と
で
還
付
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

❶
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
方
で
、
年
の
途
中
で

退
職
し
、
年
末
調
整
を
受
け
な
か
っ
た

場
合　

❷
医
療
費
を
多
く
支
払
っ
た
場

合
（
医
療
費
控
除
）　

❸
マ
イ
ホ
ー
ム
を
住

宅
ロ
ー
ン
な
ど
の
借
入
で
取
得
し
た
場
合

（
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
）　

❹
災
害
や
盗

難
に
遭
っ
た
場
合
（
雑
損
控
除
）　

❺
予
定

納
税
を
し
た
が
、
確
定
申
告
の
必
要
が
な

く
な
っ
た
場
合

※
❶
・
❷
は
、
２
月
１
日
（
水
）
か
ら
豊

橋
税
務
署
お
よ
び
市
役
所
税
務
課
で
還

付
申
告
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

《
平
成
23
年
分
か
ら
の
主
な
改
正
》

◦
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
４
０
０
万

円
以
下
の
方
で
、
か
つ
、
そ
の
他
の
所
得

金
額
が
20
万
円
以
下
の
場
合
は
、
確
定
申

告
が
不
要
に
な
り
ま
し
た
。（
な
お
、
市
県

民
税
の
申
告
が
必
要
に
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
）

◦
扶
養
親
族
の
う
ち
16
歳
未
満
の
年
少

扶
養
親
族
に
対
す
る
扶
養
控
除
（
控
除
額

38
万
円
）
が
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

16
歳
以
上
19
歳
未
満
に
対
す
る
扶
養
控
除

の
上
乗
せ
部
分（
25
万
円
）が
廃
止
に
な
り
、

扶
養
控
除
額
が
63
万
円
か
ら
38
万
円
に
な

り
ま
し
た
。

2.16木 ▲ 3.15木
※土曜日・日曜日は除く

＝申告は、正しくお早めに＝

▼豊橋税務署
　☎（０５３２）５２局６２０１

▼税務課
　☎２３局３５０９
　　２３局０１８０

ご不明な点など、
お気軽にお問い合わせください。

確定
申告

◦
扶
養
控
除
の
改
正
に
伴
い
、
扶
養
親
族

ま
た
は
控
除
対
象
配
偶
者
が
同
居
の
特
別

障
害
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
扶
養
控

除
ま
た
は
配
偶
者
控
除
の
額
に
35
万
円
を

加
算
す
る
措
置
に
代
え
て
、
同
居
特
別
障

害
者
に
対
す
る
障
害
者
控
除
額
が
75
万
円

に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

《
そ
の
他
の
申
告
に
つ
い
て
》

　

「
個
人
事
業
者
の
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
」の
申
告
は
４
月
２
日（
月
）、「
贈
与

税
」の
申
告
は
３
月
15
日（
木
）ま
で
で
す
。

《
休
日
に
お
け
る
確
定
申
告
の
受
付
》

◦
日
時
＝
２
月
19
日
（
日
）・
26
日
（
日
）

午
前
９
時
～
午
後
５
時（
混
雑
状
況
に
よ
り

受
付
終
了
時
刻
が
早
ま
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

◦
場
所
＝
豊
橋
税
務
署（
豊
橋
合
同
庁
舎
１

階
大
会
議
室
）

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
豊
橋
税
務
署

☎（
０
５
３
２
）52
局
６
２
０
１

所
得
税

個
人
が
１
月
か
ら
12
月
ま
で
の

１
年
間
に
得
た
所
得
に
か
か
る

国
の
税
金
で
す
。

上乗せ部分
25万円

一般扶養
控除
38万円

一般扶養
控除
38万円

特定扶養
控除
63万円

老人扶養
控除
48万円

同居老親等加算
10万円廃

止

廃
止

15
年齢
（歳） 16 18 19 22 70
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